
利根町パブリックコメント実施結果表  

 

１．パブリックコメント実施の概要  

政策等の名称 利根町都市計画マスタープラン（案）  

意見等募集期間 平成 31 年 2 月 1 日(金)から平成 31 年 3 月 4 日(月)まで 

意見等提出者数

及び整理番号  

   ２名   

（NO.1-1 ～NO.2-10  ） 

意見等提出件数      ３１件 

２．意見等の概要と実施機関の考え方 

NO. ページ・該

当箇所 

提出された意見等の概要  意見等に対する町の考え方 

1-1 P8 

2．地勢 

4 行目 

「川沿いには」の前に「利根」

を入れた方がいいと思う。  

３河川ともに桜並木が整備

されているわけではないと

思う。 

ご意見を踏まえ，「利根川と

新利根川沿いには～」に文章

を変更します。  

1-2 P19 

(3)工業 

9 行目 

「付加価値額」という専門用

語の意味がわからない。注釈

をつけたらどうか。  

ご意見を踏まえ，「企業活動

で生み出した新しい価値を

示す指標である付加価値額

は～」に文章を変更します。 

1-3 P27 

(4)法適用 

2～3 行目 

長い名称の，法律の正式名称

には，「」をつけたほうが誤

読を避けられると思う。  

「農業振興地域の整備に関

する法律」「土砂災害警戒区

域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律」 

法律名は多くの箇所に明記

されていることから，すべて

に「」を付けるとかえって煩

雑になるため，原案どおりと

します。 

1-4 P33 

(7)農業地

域 

7～8 行目 

「本町の農家戸数は，502 戸

で」→「本町の農家戸数は 502

戸で，」 

「は 2.63ha で，」→「は

2.63ha であり，」 

「，」をどこに打つかで読み

ご意見のとおりに文章を変

更します。  

この他，全編で文章を精査し

ていきます。  



やすい文章になる，ならない

ということがあると思う。こ

のプランは，広く町民に読ま

れることを前提にしている

のではないか。  

1-5 P41 

ｲバス路線  

1～2 行目 

「路線はあるものの，」→「路

線があるほか，」  

こうしたほうが日本語とし

てしっくりくるように思う。 

ご意見のとおりに文章を変

更します。  

1-6 P50 

表 2-18 と

表 2-19 

どちらの表にも「日本ウェル

ネススポーツ大学第２キャ

ンパス（旧布川小学校）」が

出てくるが，所在地が表 2-18

では「布川 1649」で，表 2-19

では「布川 1709」になって

いる。特別な意味があるの

か。 

同じ敷地でも，施設によって

地番が異なっているため，原

案どおりとします。 

なお，表 2-18 指定避難所は

校舎の地番，表 2-19 指定緊

急避難場所はグランドの地

番です。  

1-7 P51 

(1)調査の

実施概要 

ｲ ) 調 査 の

実施概要 

「町民アンケート」「住民ワ

ークショップ」「中学生ワー

クショップ」とも，あくまで

「第 5次総合振興計画策定の

ための」ものであって，都市

計画マスタープラン策定の

ためのものではない。精度，

信頼性はどうか。  

掲載の調査結果は本プラン

にも関連する内容であり，調

査の目的に関わらず，貴重な

町民意向として本プラン策

定の参考としています。  

1-8 P53 

ｳ町民アン

ケート 

◎ 利 根 町

に 住 み た

い と 思 う

理由 

利根町に住みたいと思う人

に関して，「自然環境が良い」

と答えた人が 61.1％という

のは高い数字だと思う。で

も，住みたいと答えた人の数

は「ｎ＝332」で，全体の「ｎ

＝684」の半数にも満たない。

住みたいと思わない人の方

が多い。その辺のことも考え

て，ポートフォリオ分析（重

要度・満足度分析）を行って

みてはどうか。  

貴重な町民意向として本プ

ラン策定の参考としていま

す。 

また，ご指摘を踏まえ，町民

意向を適宜把握しながら，プ

ランの推進にあたります。  



1-9 P57～58 

表 2-20 

この表が何をもとにしてつ

くられたものなのか，出所を

明らかにしておくべき。せっ

かくつくった表なのに，出所

を明記しないばかりに，その

価値がそこなわれてしまう

こともある。  

表の題名には「現状」とある

が，表の中では「現況」とな

っている。統一したほうがい

いのではないか。  

表は，特定の出典からではな

く，前述までの各種データ

と，そこから導き出された課

題をまとめたものですので，

原案どおりとします。 

表の題名は，ご意見を踏ま

え，「現況」に変更します。  

 

1-10 P71 

(3)基本的

な方向性 

ｱ都市的土

地利用 

(ｱ )市街化

区 域 エ リ

ア 

《 主 な 取

り組み》の

二 つ 目 の

◆ 

「市街地への居住の誘導」と

あるが，具体的には，どのよ

うなことをイメージすれば

いいのか。市街化調整区域に

住む人を市街化区域に誘導

するということか。  

町外に流出する人がいるな

かで，町内への定住を促進す

るよう，空家等の活用を含

め，住みやすい住環境を形成

する方向性を示しています。 

市街化調整区域から市街化

区域に誘導するという意味

ではありませんので，原案ど

おりとします。 

1-11 P73 

(ｳ )歴史環

境 共 生 エ

リア 

《 取 り 組

み の 方 向

性》 

■のあと 

「 歴 史 と

文 化 の 積

み重ね…」 

わかりにくい文です。次のよ

うに書き換えてはどうか。  

「歴史と文化の積み重ねに

よって形成されている，緑や

祭り等の伝統的な活動が生

活と調和した地区環境を，保

全・発掘していきます。」  

ご意見を踏まえ，「歴史と文

化の積み重ねによって形成

されている緑や祭り等の伝

統的な活動の保全・発掘を行

うとともに，生活と調和した

地区環境の形成を図りま

す。」に文章を変更します。  

1-12 P81 

基 本 方 針

6 及び 

図 3-5 

「基本方針 6」は，図 3-5 の

どこにあたるのか。  

また，「基本方針 6」にある「公

共還元型の収益施設の設置

図は都市づくりの拠点構造

の概念図であり，拠点ではな

い基本方針 6は図に示しませ

ん。 



管理制度」とはどういうこと

か。制度としてあるのであれ

ば具体的に。  

また，ご意見を踏まえ，「公

共還元型の収益施設の設置

管理制度」の説明を追加しま

す。 

1-13 P82 

◆「小さな

拠点」づく

り に よ る

安 心 な 暮

ら し の 確

保 

以 下 の 3

行 

「小さな拠点」についての説

明かと思ったら，「拠点づく

りを進めていきます。」と結

ばれている。「小さな拠点」

の説明と，それをつなぎあわ

せて「地区の生活や経済活動

を支える拠点づくり」という

ふたつの要素をうまくくっ

つけられなかった結果，変な

文になってしまったと思う。

2 行目の「場等をいい，それ

らをつないで地区の生活や

経済活動を支える…」として

は。 

ご意見を踏まえ，「基礎的な

生活圏のなかで分散してい

る様々な生活サービスや地

区活動の場等の「小さな拠

点」をつなぎ，～」に文章を

変更します。  

1-14 P85 

(3)基本的

な方向性 

《 主 な 取

り組み》 

◆ 地 区 の

身 近 な 公

園づくり 

都市公園にもさまざまなも

のがあると思うが，「街区公

園」とはどのような公園か。

P86 には「住区基幹公園」と

いうのも出てくる。法律上の

定義などがあれば，注釈をつ

けてはどうか。  

P42 の都市施設の項目で，

「街区公園」「住区基幹公園」

をはじめとする都市公園種

別の一覧表を掲載していま

すので、原案どおりとしま

す。 

1-15 P86 

◆ 屋 敷 林

等 や 地 域

制 緑 地 の

管 理 制 度

づくり 

「地域制緑地」とあるが，ど

ういうことをイメージした

らいいのか。  

また，「緑地管理協定制度」

とはどのようなものか。  

「地域制緑地」は，緑地の所

有権はそのままに土地利用

の規制により保全を図る制

度で，屋敷林や里山等も対象

に含むことができます。 

ご意見を踏まえ，表題を「屋

敷林等の地域制緑地の管理

制度づくり」に変更します。 

また，ご意見を踏まえ，「緑

地管理協定制度」の説明を追

加します。  



1-16 P89 

ｳ下水道 

《 取 り 組

み の 方 向

性》 

■ の 下 の

行 

「家庭の水洗化」とあるが，

「トイレの水洗化」の意味

か。 

この内容は「トイレの水洗

化」だけではありませんが、

ご意見を踏まえ，「～，家庭

の生活排水処理対策を進め

ます。」に文章を変更します。 

1-17 P110 

ｲ道路・交

通 施 設 の

整備方針 

(ｳ )高齢者

等 の 歩 行

者 の 安 全

確保 

2 行目に「また，歩道等のバ

リアフリー化を図ります。」

とあるが，どのようなバリア

フリー化が考えられるか書

いてはどうか。  

プランでは整備手法を限定

せず，事業の推進にあたり，

町民意向を踏まえながら，適

切な整備手法を検討・採用し

ますので，原案どおりとしま

す。 

1-18 P112 

ｴ拠点整備

の方針 

(ｳ )コミュ

ニ テ ィ の

形成 

2 行目 

「コミュニティ活力を下支

えする拠点づくりに取り組

んでいきます。」とあるが，

P113 の図の中にあるのか。  

「コミュニティ活力を下支

えする拠点」は，大小の様々

な活動であり，場所を特定す

るものでありません。そのた

め，図中には示さず，原案ど

おりとします。 

1-19 P112 

ｶ農業振興

の方針 

(ｱ )新たな

る 農 業 へ

の 展 開 の

検討 

2～3 行目 

「利根町の基幹産業は農業」

と，ずっといわれている。基

幹産業は，本当は何もないと

悪口をいわれることもある。

そうした中で，新たな試みを

していく必要があると思う。

「市民農園」とは具体的にど

のようなものをイメージし

たらいいのか。また，どのよ

うな事業展開をしていった

らいいのか。  

プランではイメージや整備

手法を限定せず，事業の推進

にあたり，町民意向を踏まえ

ながら，適切な整備手法を検

討・採用しますので，原案ど

おりとします。 

ご意見は事業の検討にあた

り，参考とさせて頂きます。 

1-20 P117 

ｶ農業振興

の方針 

(ｲ )遊休地

の 有 効 活

県北では，遊休地を活用して

「枝物」（花木）の栽培をし

て成功しているところもあ

ると聞く。利根町でも「市民

農園」や体験農業の農地とし

プランでは整備手法を限定

せず，事業の推進にあたり，

町民意向を踏まえながら，適

切な整備手法を検討・採用し

ますので，原案どおりとしま



用 て遊休地を活用できたらと

思う。体験農業としては，ど

のような形態が考えられる

か。週末だけ利根町に宿泊し

て農業をするという形態も

考えられると思う。農業を通

じた新たな交流にならない

か。 

す。 

ご意見は事業の検討にあた

り，参考とさせて頂きます。 

1-21 P119 

(2)都市整

備の方針 

(ｳ )農業振

興 と 調 和

し た 住 区

の維持 

2 行目に「農業公園」とある

が，利根町では，どのような

農業公園が考えられるか。  

事業の推進にあたり，町民意

向を踏まえながら，適切な整

備手法を検討・採用します

が，ご意見を踏まえ，農業公

園の説明として「～，気軽に

農業や自然に親しむことの

できる農業公園等～」に文章

を変更します。  

2-1 P6 

4 計 画 の

構成 

◆計画の構成◆  

から第 1部序論を外す→序論 

第 2 部利根町の現況 →第 1

部 

第 3 部全体構想   →第 2

部 

第 4 部地域別構想  →第 3

部 

第 5部計画の実現に向けて→

第 4 部 

前項で記述してきた内容な

ので非常にわかりにくくな

ってしまう。  

第●部の付け方は総合振興

計画に準じていますので、原

案どおりとします。 

2-2 P56 

7 都 市 づ

く り の 課

題 

(2)地区の

活 力 を 増

進 す る 都

市づくり 

P56 の 2 行目の市民農園の具

体的なイメージがわかない

ので，注釈をつけたほうが良

いのでは。  

P107,112,117,122 に記載の

地区別「市民農園」の内容が

わかりやすくなる。  

プランでは整備手法を限定

せず，事業の推進にあたり，

町民意向を踏まえながら，適

切な整備手法を検討・採用し

ますので，原案どおりとしま

す。 

ご意見は事業の検討にあた

り，参考とさせて頂きます。 



2-3 P58 

視点 

広 域 連 携

の現況 

●の 6 番目 

●農林業近代化施設（旧きの

こ栽培施設）が未利用となっ

ている。とあるが，その対策

は P104～の「地区別方針」

のどこに記述されているか。 

過疎地域自立促進計画には，

P20，2 交通通信系の整備，

情報化及び地域間交流の促

進 

(10)地域間交流の事業とし

て，農林業近代化施設（きの

こ工場）改修工事とあるが。 

プランでは対策や整備手法

を限定せず，今後の農業振興

施策のなかで具体的な対策

を検討していきますので，原

案どおりとします。 

2-4 P59 

第 3 章計

画 フ レ ー

ム 

2 人 口 フ

レーム 

3 世 帯 フ

レーム 

2 人口フレーム 

3 世帯フレームの推計だけで

なく，町としての目標値を入

れるべきでは。  

都市計画の基本要素の一つ

であるため。  

人口フレームは総合振興計

画との整合を図っています。 

世帯フレームは，今後の社会

情勢等を勘案しなければな

らないため，目標ではなく，

将来フレームとして位置づ

けています。  

2-5 P68 

第 2 章分

野別方針 

1 土 地 利

用の方針 

(1)基本的な考え方の 6 行目

に「コンパクトシティの形成

に向け」とあるが，国交省の

「国土のグランドデザイン

2050」にある「コンパクトシ

ティ」に相当する記述はどこ

にありますか。  

また，とね魅力アップビジョ

ン（振興計画）P30 の注釈：

コンパクトシティで書かれ

ているような計画になって

ないように思われる。 

コンパクトシティは都市づ

くりの方向性を示すもので

す。今後の土地利用にあた

り，国交省の「国土のグラン

ドデザイン 2050」にある国

土利用の「コンパクト＋ネッ

トワーク」の考えを踏まえ、

町民意向を踏まえながら，適

切な手法を検討・採用します

ので，原案どおりとします。 

 

2-6 P88 

4 都 市 環

境 

(3)基本的

な方向性 

イ景観 《主な取り組み》  

◆良好な住宅地景観の 4行目 

「また，地区における建築形

態や色彩等に関する自主的

なルールづくりを官民業協

この取組は景観の方向性を

示したものであり，今後の事

業の推進にあたり，町民意向

を踏まえながら，適切な手法

を検討・採用しますので，原



ｲ景観 働により推進します。」とあ

るが，地区別の景観には，記

述がない。P56～の都市づく

りの課題にもあがっていな

い。地区や自治会等の合意は

とれているのか。  

案どおりとします。 

 

2-7 P93 

5 都 市 防

災の方針 

(3)基本的

な方向性 

ｲ強靭な都

市基盤・市

街 地 の 整

備 

P93 の◆印 2 番目と 3 番目を

含めた防災公園のモデル公

園を作ることを提案します。 

町内・外に非常にわかりやす

い取り組みとして，アピール

できるのでは。  

プランでは整備手法を限定

せず，事業の推進にあたり，

町民意向を踏まえながら，適

切な整備手法を検討・採用し

ますので，原案どおりとしま

す。 

ご意見は事業の検討にあた

り，参考とさせて頂きます。 

2-8 P94 

5 都 市 防

災の方針 

(3)基本的

な方向性 

ｳ地区の防

災力・防犯

環 境 の 向

上 

◆空き家対策の推進の 2行目

「コミュニティ防災拠点等

への利用」は「自主防災組織

との連携を図る」という意味

でしょうか。  

タイトル，ウで「地区の防災

力・防犯環境の向上」である

から。 

空家等の活用は，都市計画に

よる地域地区制度の下で制

限がかかっている地区に留

意していかねかればなりま

せん。市街化調整区域におい

て，空き家の有効活用を図る

手段として，地域の公益に資

する活用が認められている

等から地区の防災力・防犯環

境の向上に役立てる取組を

示したものであり，原案どお

りとします。 

2-9 P113 

図 4－13 

布 川 地 区

将 来 都 市

構造図 

図 4－13 中「スポーツレ，ク

リエーション交流拠点形成」

は「スポーツ，レクリエーシ

ョン」では。  

ご意見のとおりに変更しま

す。 



2-10 

 

 

P120 

4 東 文 間

地 区 の 将

来 像 と 都

市 整 備 方

針 

ｳ都市環境  

ウ都市環境（公園・緑地・河

川）の整備方針(イ)景観の■3

番目 

■親水性や生態系を考慮し

た魅力的な景観の形成の文

章中に「船着き場の整備等に

より」とあるが，P123 の図

4-15 の中でどこの場所か。  

新利根川の遊覧等の可能性

を含めて記載しているもの

であり，具体的な場所を特定

するものではないため，図に

は示していません。 

 


